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学
援
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せ
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C L O S E  U
P

　

口
座
振
替
は
、
安
心
、
安
全
、
便
利
な
税
の
納
付
方
法
で

す
。ま
た
、省
資
源
化
、経
費
削
減
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
で
給
食
費
や
学
用
品
費
な
ど
、
就

学
に
必
要
な
費
用
の
支
払
い
が
困
難
な
児
童
生
徒
の

保
護
者
に
対
し
て
、援
助
を
行
い
ま
す
。

納
税
は
口
座
振
替
が
お
す
す
め
で
す

※
項
目
に
よ
り
限
度
額
や
対
象
が
異
な
り
ま

す
。詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
提
出
す
る
も
の

①
申
請
書
・
同
意
書

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
よ
る
個
人
番

号
の
確
認
と
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類

の
写
し

■
提
出
先

各
小
中
学
校

※
申
請
書
は
随
時
受
け
付
け
ま
す
が
、
認
定
・

支
給
に
つ
い
て
は
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
月

か
ら
対
象
と
な
り
ま
す

※
申
請
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
・
申
請
書
等
の

様
式
は
、
各
小
中
学
校
、
教
育
委
員
会
学
校

教
育
課
に
あ
り
ま
す

※
支
給
内
容
等
、
詳
し
く
は
学
校
教
育
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い

■
援
助
の
対
象

　

香
南
市
立
小
中
学
校
に
在
学
す
る
児

童
生
徒
の
保
護
者
、ま
た
は
香
南
市
に

住
所
を
有
し
、香
南
市
立
以
外
の
国
立

も
し
く
は
公
立
の
小
中
学
校
に
在
学
す

る
児
童
生
徒
の
保
護
者
の
う
ち
、次
の

項
目
に
該
当
す
る
方
。

①
生
活
保
護
法
に
規
定
す
る
要
保
護
者

②
当
該
年
度
ま
た
は
前
年
度
に
生
活
保

　

護
が
廃
止
等
に
な
っ
た
世
帯

③
市
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減
免
さ
れ

　

て
い
る
世
帯

④
そ
の
ほ
か
、保
護
者
の
収
入
が
不
安

　

定
な
ど
、生
活
状
態
が
極
め
て
悪
い

　

と
認
め
ら
れ
る
世
帯

■
援
助
項
目

①
学
用
品
の
購
入
費

②
通
学
用
品
の
購
入
費

③
新
入
学
時
の
学
用
品
・
通
学
用
品
の

　

購
入
費

④
校
外
活
動
の
交
通
費
・
見
学
料

⑤
修
学
旅
行
費

⑥
生
徒
会
費

⑦
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費　
　

⑧
学
校
給
食
費

⑨
学
校
指
定
病
の
治
療
費

問
学
校
教
育
課　

☎
５
７-

７
５
２
１

■
「
口
座
振
替
」
に
つ
い
て

　　
　

市
税
を
指
定
し
た
口
座
か
ら
引
き

落
と
す
こ
と
に
よ
り
、
自
動
的
に
納
税

さ
れ
ま
す
の
で
、
口
座
振
替
を
解
約
す

る
ま
で
継
続
し
て
納
税
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

■
利
用
で
き
る
税
目

　　
　

固
定
資
産
税
、
市
･
県
民
税(

普
通

徴
収)

、
国
民
健
康
保
険
税
、
軽
自
動
車

税
の
納
付
に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

※
お
申
し
込
み
い
た
だ
い
た
納
税
義
務
者
お

よ
び
利
用
者
の
税
目
に
対
し
て
の
み
適
用
さ

れ
ま
す

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

(1)
引
き
落
と
し
を
希
望
す
る
口
座
の　    

　　

預
金
通
帳

(2)
口
座
の
届
出
印

(3)
口
座
振
替
依
頼
書

※
依
頼
書
は
、
市
内
の
金
融
機
関
、
税
務
収
納

課
お
よ
び
各
支
所
に
あ
り
ま
す

※
納
税
通
知
書
が
お
手
元
に
あ
る
方
は
お
持

ち
下
さ
い

■
申
し
込
み
で
き
る
金
融
機
関

　
　

四
国
銀
行
、
高
知
銀
行
、
幡
多
信
用

金
庫
、
高
知
信
用
金
庫
、
四
国
労
働
金

庫
、
高
知
県
農
業
協
同
組
合
、
高
知
県

信
用
漁
業
共
同
組
合
連
合
会
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行

問
税
務
収
納
課　

☎
５
７-

８
５
０
４

★
口
座
振
替
の
メ
リ
ッ
ト

 　
●　

納
め
忘
れ
が
な
く
な
る

 　
●　

納
め
に
行
か
な
く
て
よ
い

 　
●　

一
度
手
続
き
す
る
と
、
簡
単

　　　

に
納
税
す
る
こ
と
が
で
き
る

新入学時の学用品・

通学用品の購入費

は、４月中の申請が
必要です！

■防災対策課　☎57-8501

「もしも」に備えを！

防災の
ススメ

災害時、助け合って
避難所を開設・運営しよう！
香南市では、住民の方だけでも避難所が開設・運営できるように

津波浸水区域外の指定避難所に「避難所運営マニュアル」を順

次作成しています。今月号では、先月号に続いて避難者の受け入

れをするために必要な作業についてお知らせします。

　短時間で多くの作業ができるように避難者に対して協力を呼びかけ、
作業にあたる人員の確保を行いましょう。

避難所運営マニュアルには、各作業について詳しい説明が掲載さ
れています。現在作成済みの避難所運営マニュアルは、市ホーム
ページに掲載しています。ぜひ、ご覧ください。

　短時間で多くの作業ができるように避難者に対して協力を呼びかけ、
作業にあたる人員の確保を行いましょう。

避難所運営マニュアルには、各作業について詳しい説明が掲載さ
れています。現在作成済みの避難所運営マニュアルは、市ホーム
ページに掲載しています。ぜひ、ご覧ください。

避難者を受け入れる際に必要となる作業は、右の９項目
です。中でも「受付チーム」「誘導チーム」「トイレチーム」
は、受け入れ開始時に必須となる役割です。他の６項目
については、人数の確保ができれば状況に応じて各チー
ムを編成し、作業にあたります。リーダーはチーム長を指
名し、役割カードを渡して作業を指示します。各チーム長
は、作業を実施する人を確保して活動を行い、リーダー
に作業の進捗状況などを報告します。
ここでは、受け入れ開始時に必須となる作業3つについ
て詳しく紹介します。

◀避難者カード記入例◀避難者カード記入例

リーダーが実施者を決め、作業を指示する

受付チーム（避難者の受け付け）

誘導チーム（居住スペースへの誘導）

トイレチーム（トイレの確保）

救護チーム（傷病者の把握・応急対応）

要配慮者チーム（要配慮者の把握・生活支援）

ペットチーム（ペットの受け入れ）

食料・物資チーム（食料・物資の配給）

情報伝達チーム（被災者への情報伝達）

総務チーム（災害対策本部との連絡）

避難者の受け入れを

　　するための必要な作業

受付チーム

①「避難者カード」を１人１枚配布し、
居住スペース（体育館）へ移動するよ
う案内する。

②誘導チームが回収した「避難者
カード」を受け取り、「避難者名簿」を
作成する。

誘導チーム

①「避難者カード」の記入をお願いし、
記入が終わった避難者に整理番号順
に整列してもらう。整列している避難
者を各自の居住スペースへ誘導し、次
の説明を行う。
「現在の場所は暫定です。再移動して
もらうことがあります。」
「１人当たりのスペースは２平方メー
トルを目安としていますので協力して
ください。」

②避難者カードを回収し、案内した居
住スペース番号を記入した後、次の
避難者を誘導に行く際に受付チーム
に提出する。

①避難所内のトイレを確認し、使用
できるかできないかを判断する。使
用できない場合は、使用禁止にす
る。通常のように使用できない場合
でも簡易ト
イレや携帯
トイレの個
室スペース
として利用
する。

②トイレの使用状況が分かるように
張り紙を掲示する。

③手洗い場を確保する。手洗い用の
水が確保できない場合は、消毒液な
どで代用する。

トイレチーム

各チーム２人以上で作業を実施する人を確保し、状況に応じて増員する

必
須

状
況
に
応
じ
て
作
業

◀◀

作成す 。
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